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平成２８年度第１回平塚市営住宅運営審議会次第 

 

    日 時：平成２８年１０月１４日（金） 

１４時００分～ 

場 所：平塚市役所本館 

５階 ５１９会議室        

                         

1 開会 

 

2 委嘱式 

（1）委員紹介 

（2）委嘱状交付 

 

3 議題 

 

【議案事項】 

議案第１号 市営住宅単身枠募集に係る戸数割合の変更について 

議案第２号 市営住宅入居者の諸証明の発行に係る手数料の徴収につい  

        て 

 

【報告事項】 

報告第１号   市営住宅の長期高額滞納者に対する法的措置について 

報告第２号  市営住宅の用途廃止に伴う入居者移転の状況について 

 

4 その他 

 

5 閉会 
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【議案第１号】 

 

市営住宅単身枠募集に係る戸数割合の変更について 

 

１．変更案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

○平成２４年度審議会における変更事項 

 

 

 

 

 

 

○平成１４年度審議会における変更事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②　募集住宅の全体戸数のうち、単身枠として募集する戸数の割合

３０パーセント程度を上限とする ⇒ ４０パーセント程度を上限とする

③　単身枠の募集をする住宅の単身枠割合の上限

４０パーセントを上限とする ⇒
４０パーセントを上限とする

但し、中原上宿住宅・中原子の神住宅は
上限を撤廃する

⇒ ３０パーセント程度を上限とする

②　募集住宅の全体戸数のうち、単身枠として募集する戸数の割合

１０パーセント程度を上限とする

①　単身枠に設定する１戸あたりの床面積について

４０平方メートル以下 ⇒ 概ね４０平方メートル以下

１０パーセント程度を上限とする

②　募集住宅の全体戸数のうち、単身枠として募集する戸数の割合

③　単身枠の募集をする住宅の単身枠割合の上限

３０パーセントを上限とする ⇒ ４０パーセントを上限とする
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２．変更の理由 

単身住宅入居者募集については、平成１４年度平塚市営住宅運営審議会において、 

① １戸当たりの床面積が概ね４０平方メートル以下の市営住宅であること。 

② 募集住宅全体の１０％程度を上限とする。 

③ 各住宅の全体戸数のうち、単身住宅が占める戸数の割合は４０％を上限とする。 

となっておりましたが、 

平成２４年度平塚市営住宅運営審議会において、②が変更され「募集住宅全体の３０％

程度を上限とする」となりました。 

これにより、単身枠の応募倍率は変更前２年間の平均１６．２倍から、変更後の２年

間では、募集戸数が極めて少なかった２６年５月募集を除き平均で「６．８倍」となっ

ており同３．８倍であった一般枠との格差是正がなされました。 

 しかし、その後の３回の募集では、一般枠４．０倍に対し単身枠１３．５倍と単身枠

応募者は一般枠応募者に比べ非常に高い水準で推移しており、一般枠応募者と単身枠応

募者の抽選倍率の差が再度拡大しています。 

よって、両倍率の格差を是正するため、単身枠募集について募集住宅全体の４０％程

度を上限とすることに改めたい。 

また、中原下宿住宅の用途廃止や単身応募者の増加に伴い、下表のとおり中原上宿住

宅（総戸数３０戸）及び中原子の神住宅（総戸数２０戸）への単身枠募集可能戸数がそ

れぞれ残り３戸となっています。実態として現入居者の７割以上が単身者であることか

ら、両住宅における総戸数に対する単身枠募集可能数の割合について上限を撤廃するこ

とに改めたい。 

 

H28.9.1 現在 

（参考） 

現在、単身枠住戸を提供できる住宅は、中原上宿住宅・中原子の神住宅・東中原住宅・

万田貝塚住宅（１ＤＫ=６５戸）・公所谷戸住宅（高齢者単身用=６戸）の計５住宅です。  

※過去に単身枠住戸を提供していた中原下宿住宅は、用途廃止に向けた作業を現在進

めている。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

住宅名 管理戸数 専用面積 種別
単身枠割当
戸数（40%）

既割当戸数
（）は割合率

割当可能
戸数

既割当

中原上宿 30 33.83㎡ 単身枠 12 9（30%） 3 9
中原子の神 20 37.68㎡ 単身枠 8 5（25%） 3 5
東中原 466 41.06㎡他 単身枠 186 59（13%） 127 59
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【議案第２号】 

 

市営住宅入居者の諸証明の発行に係る手数料の徴収について 

 

 市営住宅入居者に係る諸証明の交付申請に対し、管理者である市長名により発行する証

明書類について現在無料としているものを、財政健全化と受益者負担の原則に基づき、平

塚市手数料条例（以下「手数料条例」という。別紙資料参照）の規定により手数料を徴収

するもの。 

 

【手数料の額】 手数料条例の別表の「１ 諸証明、写しの交付及び閲覧に関する事務」

の表中「(２０) 特に個人のための証明 １件につき３００円」を適用 

 

【実 施 期 日】 平成２９年４月１日以降の発行分から 

 

【入居者への周知】 平成２８年１２月発行予定の市営住宅ニュースの紙面及び窓口掲示 

 

【発 行 実 績】 自動車の保管使用交付申請のための保管場所使用承諾証明書 １５～２５件／年 

家賃証明 １～２件／年 

入居証明 １～２件／年 

 

【県内自治体の状況】 川崎市(300円/件)、藤沢市(350円/件)、大和市(300円/件) ※電話聞き取り 
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【資料】 

平塚市手数料条例 ～抜粋～ 

 

（手数料を徴収する事務及び額） 

第２条 手数料を徴収する事務及び額は、別表に掲げるとおりとする。 

２ 数種の事項を一括して証明する場合は各事項ごとに１件とし、同一の事項の証明を２

通以上請求する場合は１通ごとに１件とする。 

（徴収の時期及び方法） 

第３条 前条第１項の規定による手数料は、当該手数料に係る申請の際に徴収する。 

（手数料の不還付） 

第４条 既納の手数料は、請求事項の変更又は取消しがあっても、これを還付しない。 

（手数料の減免） 

第５条 次に定めるものについては、手数料を減免することができる。 

（１） 法律又は政令の規定によって取り扱うもの 

（２） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の適用を受ける者又は市長が手数料を

納める資力がないと認める者から請求があったもの 

（３） 官公署から事務上の必要により請求があったもの 

（４） その他市長が特別の事情があると認めたもの 

 

別表 

１ 諸証明、写しの交付及び閲覧に関する事務 

手数料を徴収する事務 手数料 

（１） 印鑑に関する証明 １件につき ３００円 

  

（２０） 上記のほか特に個人のための証明 １件につき ３００円 
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【報告第１号】 

 

市営住宅の長期高額滞納者に対する法的措置について 

 

 市営住宅における長期高額滞納及び長期不在の対策として制定した「平塚市営住宅家賃

滞納整理事務処理要領」及び「平塚市営住宅無断退去者の取扱要領」に基づき、長期高額

滞納である世帯に対して調査をしたところ、滞納家賃等の支払いに関する一切の交渉を無

視しその支払いが全くない者、又は、面談の上滞納家賃等に係る分納支払いの誓約を結ん

だもののその支払いが履行されない者等であったため、平成 27年度に法的措置を講じた。 

 

１ 議会への提起の件数 

平成 27年度 2件 

平成 28 年 3 月定例会に議案として「訴えの提起について」を上程し、原案どおり

可決した。 

 

２ 裁判所への訴えの提起等の件数 

  平成 28年度 2件 

上記 1 の議会への提起件数のうち 1 件については、議案可決後、平成 28年 3月 17

日付けで入居承認取消通告書を送付の上、同年 3月末日をもって入居承認を取消（賃

貸借契約を解除）し、同年 4月 4日付けで管轄裁判所へ訴状を提出し受理された。そ

の後、裁判所より、被告に訴状が送達されず、裁判の進行に支障が生じる状況が指摘

された一方、同時進行で行っていた独自調査の結果、市内在住の被告の実弟により建

物の明渡しが 4 月末までに実施されたため、訴状を一旦取り下げる手続きを取った。

6 月に入り、実弟から兄が死亡しことが伝えられた。これにより、本件については事

実上終了扱いとした。 

他方の 1件については、これまでの交渉経緯と分納誓約の履行状況を踏まえ訴状は

提出せず、訴え提起前の和解を管轄裁判所に申立て、平成 28年 5月 20日に和解が成

立した。 

 

３ 強制執行の件数 

平成 27年度 3件 

平成 26 年度に訴えを提起し、勝訴判決を得た 1 件について、平成 27 年 6 月 17 日

付けで横浜地方裁判所小田原支部へ建物明渡等の強制執行の申立てを行い、7 月 13

日に実施された。 

同じく、平成 26 年度に訴えを提起し、和解判決となった 2 件について、和解内容

の不履行により、平成 27年 7月 2日付け及び平成 28年 2月 3日付けで同支部へ建物

明渡等の強制執行の申立てを行い、前者は 7月 31日に、後者は 3月 11日にそれぞれ

実施された。 

以上 
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【報告第２号】 

 

市営住宅の用途廃止に伴う入居者移転の状況について 

 

１ 用途廃止対象住宅 

 平成 28 年 4 月 1 日現在の本市の市営住宅管理戸数は 1,518 戸となっていますが、平

成 26 年度からの平塚市営住宅ストック総合活用計画では、躯体の老朽化が激しく耐用

期限が経過した住宅などは住宅の効率的な整備・維持管理の観点から用途廃止に位置付

けております。 

 

 

※岡崎住宅の管理戸数 170戸のうち 12戸は平成 27年度末に用途廃止 

 

 

 

２ 岡崎住宅・中原下宿住宅の移転対象者（平成 26年 2月 12日現在） 

 

（１）岡崎住宅   １１６世帯（管理戸数１７０戸） 

（２）中原下宿住宅  ３８世帯（管理戸数５０戸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅名 構造 耐用年限 建築年度 棟数 管理戸数
用途廃止
目標年次

用途廃止
年次

出縄叶谷住宅 木造平屋建 30年 昭和29年 2 2 平成27年度 平成27年度

大神住宅 木造平屋建 30年 昭和29年 1 1 平成27年度 平成26年度

長持住宅 木造平屋建 30年 昭和29年 1 1 平成26年度 平成26年度

虹ケ浜テラス住宅 簡易耐火2階建 45年 昭和29年 3 18 平成27年度 平成27年度

袖ケ浜住宅 木造平屋建 30年 昭和31年・33年 2 2 平成26年度 平成25年度

田村植竹住宅 簡易耐火2階建 45年 昭和41年 6 30 平成26年度 平成25年度

岡崎住宅 簡易耐火2階建 45年 昭和42年～44年 30 170 平成30年度

中原下宿住宅 耐火5階建 70年 昭和45年 2 50 平成30年度

８住宅 47 274
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３ 岡崎住宅・中原下宿住宅の移転状況（平成２８年９月３０日現在） 

 

  住  宅  世帯数  岡 崎 中原下宿 

中原上宿 １０ ８ ２ 

中原子の神 ３  ３ 

東中原 ４２ ２４ １８ 

龍城ケ丘 ６ ４ ２ 

田村宮の前 ８ ６ ２ 

虹ケ浜 １ １  

虹ケ浜東 １ １  

虹ケ浜西 １ １  

公所谷戸 １ １  

万田貝塚 １９ １８ １ 

万田小向 １ １  

県営住宅 １ １  

民間（施設入所含む） ２８ ２１ ７ 

住宅購入 １  １ 

親族との同居 ７ ６ １ 

死亡退去 ３ ２ １ 

強制・任意退去 ５ ５  

合計 １３８ １００ ３８ 

  ※世帯数には移転見込みが含まれています。 

 

４ ２８年度移転可能住宅（平成２８年９月３０日現在） 

 

  住  宅  戸 数   備  考 

中原上宿 ２ 2、5階 

東中原 ５ 3、4階 

龍城ケ丘 ２ 3、4階 

虹ケ浜 １ 2階 

虹ケ浜東 ２ 1階 

万田貝塚 ２ 1DK、3LDK 

合計 １４  

  

以上 


